














京都市のその他の取組については
こちらをチェック

＜問合せ＞京都市子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課  ＴＥＬ：０７５-７４６-７６２５

制度の狭間にあるヤングケアラー本人の
負担軽減や家事・育児の支援を通じた対象世帯の課題や
ニーズの把握を目的に、訪問支援員を家庭に派遣して
生活支援及び子育て支援を行う「京都市ヤングケアラー
世帯訪問支援モデル事業」を実施しています。

ヤングケアラーの社会的認知度の一層の向上を図るとともに、
周囲の方が、ヤングケアラーの存在や支援の必要性に
気付いていただけるよう公共交通機関の駅や車内、
市政広報板に京都市オリジナルポスターを掲出しました。

ヤングケアラーに関する相談窓口
保健福祉センター 各相談窓口
各区役所・支所の連絡先はこちらから

https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000134951.html

京都府ヤングケアラー総合支援センター
ヤングケアラーに関する専用相談窓口

TEL  075-662-2840
月曜日～土曜日　10：00～ 18：00（日曜日、祝日及び年末年始を除く）

児童相談所相談専用ダイヤル（無料）
子どもの福祉に関する様々な相談窓口

TEL  0120-1
いちはやく

89-7
おなやみを

83
24時間対応、年中無休

こども相談24時間ホットライン
子どもや子育てに関する悩みの相談窓口

TEL  #7333 ダイヤル回線、IP電話の場合 075-351-7834
24時間対応、年中無休

議員提案により、本年11月に「京都市ケアラーに対する
支援の推進に関する条例」が可決・施行されました。本
市では、この条例の理念に則り、ケアラーの方々を社会
全体で支える仕組みづくりに取り組んでまいります！

ＣＨＥＣＫ

京都市　保健福祉センター

京都市ヤングケアラー世帯訪問支援モデル事業京都市ヤングケアラー世帯訪問支援モデル事業

オリジナルポスターの掲出オリジナルポスターの掲出

京都市のヤングケアラー支援に関する取組
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ＣＨＥＣＫ

※お住まいの地域によって窓口などの開設状況は異なります。

困ったときに話を聞いてくれる大人は必ずいます。
いろいろな相談場所があるので、勇気を持って話してほしいな。

制度の狭間にあるヤングケアラー本人の
負担軽減や家事・育児の支援を通じた対象世帯の課題や
ニーズの把握を目的に、訪問支援員を家庭に派遣して
生活支援及び子育て支援を行う「京都市ヤングケアラー
世帯訪問支援モデル事業」を実施しています。

こ
ど
も
た
ち
が
こ
ど
も
た
ち
ら
し
い

時
間
を
過
ご
せ
る
よ
う
、
社
会
全
体

で
守
っ
て
い
き
ま
す
！

ＣＨＥＣＫ

こども家庭庁HP

オンライン
コミュニティ 学校で相談 電話相談 ＳＮＳ相談

ヤングケアラーのこと

京都市のヤングケアラー支援に関する取組
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知っていますか？ “障害”のあれこれ
12月3日～9日は 障害者週間障害者週間 です

　京都市では、令和６年４月から、障害を理由とする差別に関する相談窓口として、専門相談員を設置しています。
　不当な差別的取扱いや合理的配慮等について、障害のある方、事業者の方からの御相談を受け付けていますので、お困り
ごとがありましたら御連絡ください。

075-222-4565 （相談専用ダイヤル・平日8:45～17:30）
075-251-2940 （障害保健福祉推進室兼用）
syogai@city.kyoto.lg.jp （障害保健福祉推進室兼用）

電話番号

FAX番号

メールアドレス

補助犬を正しく知ってください！

「改正障害者差別解消法」が施行されています！

ヘルプマークに気づいてください！
補助犬とは…
　目や耳、手足に障害のある方をサポートするため、「身体障
害者補助犬法」に基づき訓練・認定された盲導犬・聴導犬・介
助犬のこと。不特定多数の人が利用する施設等では、補助犬
同伴の受け入れ義務があります。

障害者差別解消法とは…
障害のある人もない人も互いに尊重し、共に生きる社会の実現を目指し、行政機関や事業者（※）などに対して、

障害のある人への「不当な差別的取扱いの禁止」「合理的配慮の提供」を定めています。
（※）「事業者」には企業や店舗だけでなく、個人事業主やボランティア団体等も含み、営利・非営利や個人・法人は問いません。

不当な差別的取扱いの禁止 合理的配慮の提供　　　　　　　

ヘルプマークとは…
　援助や配慮を必要とするこ
とが外見からは分かりにくい方
（難病や内部障害のある人、義
足や人工関節を使用している
人、妊娠初期の人など）が、周
囲の方に配慮を必要としてい
ることを知らせるマーク。
　必要な配慮や援助は人それ
ぞれです。また、一見健康に見
えても、疲れやすかったり発作
が起きたりする方もいます。ヘ
ルプマークを身につけた方を
見かけたら、思いやりのあるお
声かけをお願いします。

補助犬の衛生や行動は
ユーザーがしっかり管
理してくれているよ

お仕事に集中している
ので、食べ物を与えた
り触ったりしないでね

交通機関やお店では動線
を確保して、足元や椅子
の側などで待機するよ

令和６年４月から令和６年４月から
事業者も義務化！事業者も義務化！

　障害のある人に対して正当な理由なく、障害があ
ることを理由にサービス等の提供を拒否・制限・条
件づけすることは禁止されています。

（禁止の例）
　・車いすの使用を理由に入店を断る
　・障害を理由に介助者の同伴を求める

障害のある人から配慮や対応を求められたときに、負
担が重すぎない範囲で対応すること。

（例）・ 店内撮影禁止だが、弱視のためタブレットで商
品を撮影・拡大して確認したい。

　　　　➡商品確認のための撮影は認める。

　　・文字を書くことが難しいので代筆してほしい。
　　　　➡ 代筆で問題なければ本人の意思を確認し

ながら代筆する。

10

－被害者にも加害者にもならないために－

北朝鮮当局による拉致問題について
　拉致問題は、我が国の喫緊の国民的課題であり、この解決をはじめとする北朝鮮当局による人権侵害
問題への対処が、国際社会を挙げて取り組むべき課題とされる中、この問題についての関心と認識を深
めましょう。

「取り戻す」ためのシンボル―ブルーリボン 
　拉致被害者の救出を求める国民運動は、ブルーリボンと青色を運動のシンボルにしています。
　青色は、被害者の祖国日本と北朝鮮を隔てる「日本海の青」を、また、被害者と御家族を唯一結んでいる
「青い空」をイメージしています。

　私たちの生活を豊かにしてくれるインターネットも、使い方を間違えると、犯罪等に巻き込まれるきっ
かけとなったり、人を傷つける「凶器」になったりします。気づかないうちに、自分の人権が侵害されたり、
他人の人権を侵害したりするかもしれないことを忘れてはいけません。

　正しい知識を身につけ、自分で自分の身を守りましょう。インターネット上で発信をしたり、他人の投稿を拡散
する前に、それが誰かを傷つけたり、自分の身を危険にさらしたりする可能性がないかを注意深く考えましょう。

　インターネット上の書き込み、情報発信には責任が伴います。インターネット上でも実生活でも、互いを思いや
ることが必要です。誰もが楽しくインターネットを利用できるよう、私たち一人ひとりが心がけて行動しましょう。

●  ＳＮＳの使い方など、インターネット上でのやり取りについて、日ごろから家族や友人と話し合っ
ておきましょう。

●  悪口や差別的な内容の投稿には、コメントや拡散をしないようにしましょう。
●  インターネット上に投稿した画像や動画、コメントなどが拡散され、半永久的にインターネット上
に残されることがあります。これはデジタルタトゥーと呼ばれ、未来の自分を苦しめることにつな
がります。本当に投稿すべきものか立ち止まって考えましょう。

●  自分は軽い気持ちであっても、相手を深く傷つける可能性があることを理解し、相手の立場に立ち、
考えてから発信するようにしましょう。

●  誰かに対する意見や感想を投稿するときは、誹謗中傷につながる内容になっていないかどうかを
十分に考えましょう。

たとえば

ネット被害から自分を守るために

ネットで誰かを傷つけないために

インターネット上の誹謗中傷に関する相談窓口については、Ｐ４の相談窓口を御参照ください。

たとえば
大規模な災害が発生した際に、「被災
地で外国人による犯罪が横行してい
る」など、様々なデマ情報が流れると
いう事案

著名人の悪口をインターネット上で見つけ、拡散し
たところ、名誉を傷つけられたとして、最初に投稿
した人だけでなく、拡散した人も訴えられ、損害賠
償を請求されるという事案

インターネットの使い方を考えてみませんか？
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　京都市では、令和６年４月から、障害を理由とする差別に関する相談窓口として、専門相談員を設置しています。
　不当な差別的取扱いや合理的配慮等について、障害のある方、事業者の方からの御相談を受け付けていますので、お困り
ごとがありましたら御連絡ください。

075-222-4565 （相談専用ダイヤル・平日8:45～17:30）
075-251-2940 （障害保健福祉推進室兼用）
syogai@city.kyoto.lg.jp （障害保健福祉推進室兼用）

電話番号

FAX番号

メールアドレス

補助犬を正しく知ってください！

「改正障害者差別解消法」が施行されています！

ヘルプマークに気づいてください！
補助犬とは…
　目や耳、手足に障害のある方をサポートするため、「身体障
害者補助犬法」に基づき訓練・認定された盲導犬・聴導犬・介
助犬のこと。不特定多数の人が利用する施設等では、補助犬
同伴の受け入れ義務があります。

障害者差別解消法とは…
障害のある人もない人も互いに尊重し、共に生きる社会の実現を目指し、行政機関や事業者（※）などに対して、

障害のある人への「不当な差別的取扱いの禁止」「合理的配慮の提供」を定めています。
（※）「事業者」には企業や店舗だけでなく、個人事業主やボランティア団体等も含み、営利・非営利や個人・法人は問いません。

不当な差別的取扱いの禁止 合理的配慮の提供　　　　　　　

ヘルプマークとは…
　援助や配慮を必要とするこ
とが外見からは分かりにくい方
（難病や内部障害のある人、義
足や人工関節を使用している
人、妊娠初期の人など）が、周
囲の方に配慮を必要としてい
ることを知らせるマーク。
　必要な配慮や援助は人それ
ぞれです。また、一見健康に見
えても、疲れやすかったり発作
が起きたりする方もいます。ヘ
ルプマークを身につけた方を
見かけたら、思いやりのあるお
声かけをお願いします。

補助犬の衛生や行動は
ユーザーがしっかり管
理してくれているよ

お仕事に集中している
ので、食べ物を与えた
り触ったりしないでね

交通機関やお店では動線
を確保して、足元や椅子
の側などで待機するよ

令和６年４月から令和６年４月から
事業者も義務化！事業者も義務化！

　障害のある人に対して正当な理由なく、障害があ
ることを理由にサービス等の提供を拒否・制限・条
件づけすることは禁止されています。

（禁止の例）
　・車いすの使用を理由に入店を断る
　・障害を理由に介助者の同伴を求める

障害のある人から配慮や対応を求められたときに、負
担が重すぎない範囲で対応すること。

（例）・ 店内撮影禁止だが、弱視のためタブレットで商
品を撮影・拡大して確認したい。

　　　　➡商品確認のための撮影は認める。

　　・文字を書くことが難しいので代筆してほしい。
　　　　➡ 代筆で問題なければ本人の意思を確認し

ながら代筆する。
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－被害者にも加害者にもならないために－

北朝鮮当局による拉致問題について
　拉致問題は、我が国の喫緊の国民的課題であり、この解決をはじめとする北朝鮮当局による人権侵害
問題への対処が、国際社会を挙げて取り組むべき課題とされる中、この問題についての関心と認識を深
めましょう。

「取り戻す」ためのシンボル―ブルーリボン 
　拉致被害者の救出を求める国民運動は、ブルーリボンと青色を運動のシンボルにしています。
　青色は、被害者の祖国日本と北朝鮮を隔てる「日本海の青」を、また、被害者と御家族を唯一結んでいる
「青い空」をイメージしています。

　私たちの生活を豊かにしてくれるインターネットも、使い方を間違えると、犯罪等に巻き込まれるきっ
かけとなったり、人を傷つける「凶器」になったりします。気づかないうちに、自分の人権が侵害されたり、
他人の人権を侵害したりするかもしれないことを忘れてはいけません。

　正しい知識を身につけ、自分で自分の身を守りましょう。インターネット上で発信をしたり、他人の投稿を拡散
する前に、それが誰かを傷つけたり、自分の身を危険にさらしたりする可能性がないかを注意深く考えましょう。

　インターネット上の書き込み、情報発信には責任が伴います。インターネット上でも実生活でも、互いを思いや
ることが必要です。誰もが楽しくインターネットを利用できるよう、私たち一人ひとりが心がけて行動しましょう。

●  ＳＮＳの使い方など、インターネット上でのやり取りについて、日ごろから家族や友人と話し合っ
ておきましょう。

●  悪口や差別的な内容の投稿には、コメントや拡散をしないようにしましょう。
●  インターネット上に投稿した画像や動画、コメントなどが拡散され、半永久的にインターネット上
に残されることがあります。これはデジタルタトゥーと呼ばれ、未来の自分を苦しめることにつな
がります。本当に投稿すべきものか立ち止まって考えましょう。

●  自分は軽い気持ちであっても、相手を深く傷つける可能性があることを理解し、相手の立場に立ち、
考えてから発信するようにしましょう。

●  誰かに対する意見や感想を投稿するときは、誹謗中傷につながる内容になっていないかどうかを
十分に考えましょう。

たとえば

ネット被害から自分を守るために

ネットで誰かを傷つけないために

インターネット上の誹謗中傷に関する相談窓口については、Ｐ４の相談窓口を御参照ください。

たとえば
大規模な災害が発生した際に、「被災
地で外国人による犯罪が横行してい
る」など、様々なデマ情報が流れると
いう事案

著名人の悪口をインターネット上で見つけ、拡散し
たところ、名誉を傷つけられたとして、最初に投稿
した人だけでなく、拡散した人も訴えられ、損害賠
償を請求されるという事案

インターネットの使い方を考えてみませんか？
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